
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
犯
罪
捜
査
規
範

及
び
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

松
村

祥
史

犯
罪
捜
査
規
範
及
び
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
改
正
）

第
一
条

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
引
致
状
の
執
行
）

（
引
致
状
の
執
行
）

第
2
6
8
条

第
2
5
7
条
（
検
察
官
の
指
揮
に
よ
る
執
行
）
、
第
2
5
9
条
（
有
効
期

第
2
6
8
条

第
2
5
7
条
（
検
察
官
の
指
揮
に
よ
る
執
行
）
、
第
2
5
9
条
（
有
効
期

間
内
に
執
行
不
能
の
場
合
）
第
１
項
及
び
第
2
6
0
条
（
勾
引
状
等
執
行
不
適

間
内
に
執
行
不
能
の
場
合
）
第
１
項
及
び
第
2
6
0
条
（
勾
引
状
等
執
行
不
適

の
場
合
）
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
（
平
成
1
9
年
法
律
第
8
8
号
）
第
6
3
条
第

の
場
合
）
の
規
定
は
、
更
生
保
護
法
（
平
成
1
9
年
法
律
第
8
8
号
）
第
6
3
条
第

６
項
（
同
法
第
7
3
条
の
３
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

６
項
（
同
法
第
7
3
条
の
３
第
４
項
及
び
売
春
防
止
法
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
1

規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
引
致
状
の
執
行
に
当

8
号
）
第
2
6
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

た
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
7
条
及
び
第
2

り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
引
致
状
の
執
行
に
当
た
る
場
合

5
9
条
第
１
項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
更
生
保
護
委
員
会
又
は
保

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
2
5
7
条
及
び
第
2
5
9
条
第
１

護
観
察
所
の
長
」
と
、
「
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
嘱
託
」
と
、
第
2
6
0
条
中

項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
更
生
保
護
委
員
会
又
は
保
護
観
察
所

「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
更
生
保
護
委
員
会
又
は
保
護
観
察
所
の

の
長
」
と
、
「
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
嘱
託
」
と
、
第
2
6
0
条
中
「
検
察

長
」
と
、
「
の
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
の
嘱
託
」
と
、
「
指
揮
を
し
た
」
と

官
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
更
生
保
護
委
員
会
又
は
保
護
観
察
所
の
長
」
と
、

あ
る
の
は
「
嘱
託
を
し
た
」
と
、
「
報
告
し
て
、
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
」

「
の
指
揮
」
と
あ
る
の
は
「
の
嘱
託
」
と
、
「
指
揮
を
し
た
」
と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は
「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
嘱
託
を
し
た
」
と
、
「
報
告
し
て
、
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家

公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数

の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
令
第
３
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
）

（
令
第
３
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
）

第
1
2
条

令
第
３
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
は
、
次
の
と

第
1
2
条

［
同
左
］

お
り
と
す
る
。

［
⑴
～

(17)
略
］

［
⑴
～

(17)
同
左
］

［
号
を
削
る
。
］

(18)
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
3
3
年
法
律
第
1
7
号
）
第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
手
当
金

(18)～
(27)

［
略
］

(19)～
(28)

［
同
左
］

［
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］

（
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
1
5
条
の
２

法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

第
1
5
条
の
２

［
同
左
］

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

⑴
［
略
］

⑴
［
同
左
］

⑵
少
年
法
第
2
4
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分

⑵
少
年
法
第
2
4
条
第
１
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
保
護

と
し
て
少
年
院
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
を
さ
れ
、
収
容
を
さ
れ

処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
を
さ
れ
、
収

た
場
合

容
を
さ
れ
た
場
合
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
1
8
号
）
第
1
7

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補
導
院
に
収
容
を
さ
れ

た
場
合

備
考

表
中
の［

］

の
記
載
は
注
記
で
あ
る。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
重

傷
病
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
障
害
を
原
因
と
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

十
二
条
及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


